
関係団体会員の皆様へ 

 

島根県土木部砂防課 

 

 

土砂災害特別警戒区域の指定について 

 

 平素は、島根県の土木行政の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 島根県土木部砂防課では、現在、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の調

査・指定を進めており、平成３１年度末までに指定予定地の公表を完了し、２０２０年度

の全県指定完了を目標として取り組んでいます。 

 土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンは、建築物の構造規制や重要事項説明な

ど、建築基準法や宅地建物取引業法と関連することから、関係団体会員の皆様におかれま

しては、関係条文を今一度、ご確認頂くとともに、指定状況や指定予定地の情報に留意し

て頂きますようお願いします。 

 島根県では、ホームページで土砂災害特別警戒区域に関する次の情報を公開しています

ので参考にしてください。 

 

 

 

   ●土砂災害警戒区域／土砂災害特別警戒区域（指定済みの箇所図） 

   ●土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果（指定予定地の箇所図） 

 

 

  土砂災害特別警戒区域 

   ●特定開発行為許可制度の手引き（手続き及び許可申請様式集） 

   ●建築基準法の適用の考え方（建築確認、構造規制の適否） 

   ●土砂災害防止法の関する区域再現手続き（建築確認申請時の配置図、手順ほか） 

   ●建築物の作用する外力の算定（外力の算定方法ほか） 

   ●島根県土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業（事業の概要） 

 

  ソフト対策の推進 

   ●島根県の土砂災害警戒区域等の指定状況（市町村別の指定箇所数） 
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■島根県の調査・指定状況 

 

 

■市町村別の調査・指定状況 

 

公表済み 


